
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
十
第
二
項
中
「
当
該
要
間
伐
森
林
又
は
」
を
「
当
該
要
間
伐
森
林
若
し
く
は
」
に
、
「
所
有
権
又
は
」
を
「
所
有

権
若
し
く
は
」
に
、
「
取
得
し
よ
う
」
を
「
取
得
し
、
又
は
当
該
要
間
伐
森
林
の
施
業
の
委
託
を
受
け
よ
う
」
に
、
「
移
転
又

は
」
を
「
移
転
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
移
転
」
の
下
に
「
又
は
当
該
要
間
伐
森
林
の
施
業
の
委
託
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
十
一
第
一
項
中
「
又
は
使
用
」
を
「
若
し
く
は
使
用
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
移
転
」
の
下
に
「
又
は
施
業
の
委

託
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
十
一
の
四
第
一
項
中
「
当
該
要
間
伐
森
林
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
砂
の
流
出
又
は
崩
壊
そ
の
他
の
災

害
の
」
を
「
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定
す
る
事
態
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

引
き
続
き
間
伐
又
は
保
育
が
実
施
さ
れ
な
い
と
き
は
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

当
該
要
間
伐
森
林
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
土
砂
の
流
出
又
は
崩
壊
そ
の
他
の
災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ

が
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
要
間
伐
森
林
の
現
に
有
す
る
水
害
の
防
止
の
機
能
に
依
存
す
る
地
域
に
お
け
る
水
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
が



あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
要
間
伐
森
林
の
現
に
有
す
る
水
源
の
か
ん
養
の
機
能
に
依
存
す
る
地
域
に
お
け
る
水
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

ニ

当
該
要
間
伐
森
林
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

第
十
条
の
十
一
の
七
中
「
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
土
砂
の
流
出
又
は
崩
壊
そ
の
他
の
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
（
当

該
森
林
に
つ
い
て
間
伐
又
は
保
育
が
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
に
つ
い
て
間
伐
又
は
保
育
が

実
施
さ
れ
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
第
十
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
規
定
す
る
事
態
の
発
生
の
お
そ
れ
」

に
改
め
る
。

第
十
条
の
十
一
の
八
第
一
項
中
「
受
け
て
、
」
の
下
に
「
森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
施
業
実
施
協
定
」
と

い
う
。
）
で
あ
つ
て
」
を
加
え
、
「
協
定
（
以
下
「
施
業
実
施
協
定
」
と
い
う
。
）
」
を
「
措
置
を
内
容
と
す
る
も
の
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

森
林
施
業
の
実
施
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

第
一
項
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
森
林
所
有
者
等
が
共
同
し
て
行
う
森
林
施
業
の
種
類
並
び
に



そ
の
実
施
の
方
法
及
び
時
期
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

ロ

前
項
の
申
請
に
係
る
施
業
実
施
協
定
に
あ
つ
て
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
行
う
森
林
施
業
の
種
類
並
び
に
そ

の
実
施
の
方
法
及
び
時
期
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

第
十
条
の
十
一
の
八
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

緑
化
活
動
そ
の
他
の
森
林
の
整
備
及
び
保
全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成

十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

三
十
四
条
の
法
人
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
営
利
を
目
的
と
し
な
い
者
（
以
下
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
」
と
い

う
。
）
は
、
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
公
益
的
機
能
別
施
業
森
林
（
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
森
林
」
と
い
う
。
）
の
森
林
所
有
者
等
又
は
当
該
対
象
森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
、
当
該

市
町
村
の
長
の
認
可
を
受
け
て
、
施
業
実
施
協
定
で
あ
つ
て
当
該
対
象
森
林
に
つ
い
て
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
行

う
間
伐
又
は
保
育
そ
の
他
の
森
林
施
業
の
実
施
及
び
そ
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る
措
置
を
内
容
と
す
る
も
の

を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
の
十
一
の
十
第
一
項
及
び
第
十
条
の
十
一
の
十
一
第
一
項
中
「
第
十
条
の
十
一
の
八
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二



項
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
十
一
の
十
二
第
一
項
中
「
及
び
森
林
」
を
「
、
森
林
」
に
改
め
、
「
の
所
有
者
」
の
下
に
「
及
び
特
定
非
営
利
活

動
法
人
等
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
十
一
の
十
三
中
「
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
第
十
条
の
十
一
の
八
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
施
設
の
維
持

運
営
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
十
条
の
十
一
の
十
四
第
一
項
中
「
及
び
森
林
」
を
「
、
森
林
」
に
改
め
、
「
の
所
有
者
」
の
下
に
「
及
び
特
定
非
営
利
活

動
法
人
等
」
を
、
「
第
十
条
の
十
一
の
八
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
十
条
の
十
一
の
十
五
第
一
項
中
「
第
十
条
の
十
一
の
八
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

中
「
及
び
森
林
」
を
「
、
森
林
」
に
改
め
、
「
の
所
有
者
」
の
下
に
「
及
び
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
四
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

当
該
森
林
施
業
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
全
部
又
は
一
部
が
第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
要
整
備

森
林
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
に
照
ら
し
て
適
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。



第
二
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

四

第
三
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
森
林
計
画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
森
林
施
業
の
方
法
及
び
時
期
に
関
す
る

事
項
に
従
つ
て
立
木
の
伐
採
を
す
る
場
合

第
三
十
四
条
第
九
項
及
び
第
十
項
中
「
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
」
を
「
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号

」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
を
削
る
。

第
三
十
九
条
の
三
中
「
行
な
い
、
そ
の
他
保
安
林
の
」
を
「
行
い
、
そ
の
他
保
安
林
の
整
備
及
び
」
に
改
め
、
第
三
章
第
一

節
中
同
条
を
第
四
十
条
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
特
定
保
安
林
の
指
定
）



第
三
十
九
条
の
三

農
林
水
産
大
臣
は
、
全
国
森
林
計
画
に
基
づ
き
、
指
定
の
目
的
に
即
し
て
機
能
し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
保
安
林
（
当
該
目
的
に
即
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
森
林
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い

て
造
林
、
保
育
、
伐
採
そ
の
他
の
森
林
施
業
を
早
急
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
特
定
保

安
林
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
保
安
林
を
特
定
保
安
林
と

し
て
指
定
す
べ
き
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
保
安
林
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
保
安
林
の
所
在
場
所

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
保
安
林
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
三
項
の
規
定
は
、
特
定
保
安
林
の
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
域
森
林
計
画
の
変
更
等
）

第
三
十
九
条
の
四

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
の
保
安
林
が
特
定
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
特
定
保
安
林
の
区
域
内
に
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
た
て
ら
れ
た
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る



民
有
林
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
、
当
該
民
有
林
に
つ
き
、
当
該
特
定
保
安
林
が
保
安
林
の
指
定
の

目
的
に
即
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
追
加
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
同
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
森
林
計
画
を
た
て
る
場
合
に
お
い
て
特
定
保
安
林
の
区
域
内
の
民
有
林
で
当
該
地
域
森
林
計
画

の
対
象
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

造
林
、
保
育
、
伐
採
そ
の
他
の
森
林
施
業
を
早
急
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
森
林
（
以
下
「
要
整
備
森

林
」
と
い
う
。
）
の
所
在

二

要
整
備
森
林
に
つ
い
て
実
施
す
べ
き
造
林
、
保
育
、
伐
採
そ
の
他
の
森
林
施
業
の
方
法
及
び
時
期
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
、
又
は
こ
れ
を
た
て
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
し
直
接
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
か
ら
異
議
の
申
立
て
が
あ

つ
た
と
き
は
、
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
意
見
の
聴
取
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
期
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
意
見
の
聴
取
の
期

日
及
び
場
所
を
そ
の
異
議
の
申
立
て
を
し
た
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
こ
れ
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
項
の
異
議
の
申
立
て
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
同
項
の
意
見
の
聴
取
を
し
た
後
で
な

け
れ
ば
、
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
、
又
は
こ
れ
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
要
整
備
森
林
に
係
る
施
業
の
勧
告
等
）

第
三
十
九
条
の
五

都
道
府
県
知
事
は
、
森
林
所
有
者
等
が
要
整
備
森
林
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
森
林
計

画
に
定
め
ら
れ
て
い
る
森
林
施
業
の
方
法
に
関
す
る
事
項
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
地
域
森
林
計
画

の
達
成
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
森
林
所
有
者
等
に
対
し
、
遵
守
す
べ
き
事
項
を
示
し
て
、
こ
れ
に
従
つ
て
施
業
す
べ

き
旨
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
要
整
備
森
林
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
者

が
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
、
又
は
従
う
見
込
み
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
要
整
備
森
林
若
し
く
は

当
該
要
整
備
森
林
の
立
木
に
つ
い
て
所
有
権
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
を
取
得
し
、
又
は
当
該
要
整
備

森
林
の
施
業
の
委
託
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
当
該
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
当
該
要
整
備
森
林
若
し
く
は

当
該
要
整
備
森
林
の
立
木
に
つ
い
て
の
所
有
権
の
移
転
若
し
く
は
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
の
設
定
若
し
く
は
移

転
又
は
当
該
要
整
備
森
林
の
施
業
の
委
託
に
関
し
協
議
す
べ
き
旨
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
市
町
村
の
長
に
よ
る
施
業
の
勧
告
の
特
例
）

第
三
十
九
条
の
六

要
整
備
森
林
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
要
整
備
森
林
に
お
け
る
保
安
施
設
事
業
の
実
施
）

第
三
十
九
条
の
七

都
道
府
県
知
事
が
第
三
十
九
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
に

係
る
協
議
が
調
わ
ず
、
又
は
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
が
当
該
勧
告
に
係
る
要
整
備
森
林
に
お
い
て
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
安
施
設
事
業
（
森
林
の
造
成

事
業
又
は
森
林
の
造
成
に
必
要
な
事
業
に
限
る
。
）
を
行
う
と
き
は
、
当
該
要
整
備
森
林
の
土
地
の
所
有
者
そ
の
他
そ
の
土

地
に
関
し
権
利
を
有
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
関
係
人
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
実
施
行
為
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
は
、
そ
の
行
つ
た
前
項
の
行
為
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
関
係
人
に
対
し
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補
償
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
八
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
林
業
普
及
指
導
員
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
林
業
専
門
技
術
員
及
び
林
業
改
良
指

導
員
」
を
「
林
業
普
及
指
導
員
」
に
、
「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

林
業
普
及
指
導
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。



一

試
験
研
究
機
関
と
密
接
な
連
絡
を
保
ち
、
専
門
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

二

森
林
所
有
者
そ
の
他
林
業
を
行
う
者
又
は
林
業
に
従
事
す
る
者
に
接
し
て
林
業
に
関
す
る
技
術
及
び
知
識
を
普
及
す
る

こ
と
。

三

森
林
の
施
業
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
。

第
百
八
十
七
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
林
業
専
門
技
術
員
資
格
試
験
」
を
「
林
業
普
及
指
導
員
資
格
試
験
」
に

、
「
林
業
専
門
技
術
員
に
」
を
「
林
業
普
及
指
導
員
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

第
百
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
林
業
専
門
技
術
員
及
び
林
業
改
良
指
導
員
」
を
「
林
業
普
及
指
導
員
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
林
業
専
門
技
術
員
又
は
林
業
改
良
指
導
員
」
を
「
林
業
普
及
指
導
員
」
に
改
め
、
「
又
は
第
三
項
」
を
削
る
。

第
二
百
条
中
「
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
八
十
七
条
及
び
第
百
九
十
五
条
第
一
項
の

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
施
業
実
施
協
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
森
林
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
十
一
の
八
第
三
項
及
び
第
十
条
の
十

一
の
十
三
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
法
第
十
条
の
十
一
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
公
告
の
あ
っ
た

新
法
第
十
条
の
十
一
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
施
業
実
施
協
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ

る
改
正
前
の
森
林
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
十
一
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
公
告
の
あ
っ
た

旧
法
第
十
条
の
十
一
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
施
業
実
施
協
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
林
業
普
及
指
導
員
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
旧
法
第
百
八
十
七
条
第
四
項
の
林
業
専
門
技
術
員
資
格
試
験

に
合
格
し
た
者
は
、
新
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
林
業
普
及
指
導
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
前
に
旧
法
第
百
八
十
七
条
第
五
項
の
林
業
改
良
指
導
員
資
格
試
験
に
合

格
し
た
者
は
、
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
後
三
年
間
は
、
新
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
林
業
普
及

指
導
員
資
格
試
験
に
合
格
し
た
者
と
み
な
す
。

（
政
令
へ
の
委
任
）



第
四
条

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。




